
答申第９６号

答 申

第１ 審査会の結論

奈良県警察本部長の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

審査請求人は、平成１７年９月２１日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県

条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県警察本部長

（以下「実施機関」という。）に対し、「平成16年度人事関係ヒアリングにおいて生駒

警察署が提出した定数増員に関する文書」の開示請求（以下「本件開示請求」という｡)

を行った。

２ 実施機関の決定

平成１７年１０月５日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として、「人

事関係ヒアリング資料（生駒警察署分）のうち、定員配置基準見直し（１）定員配置基

準見直し（２）」（以下「本件行政文書」という｡)を特定した上で、本件行政文書のう

ち、開示しない部分（以下「本件不開示情報」という。）を除いて開示する旨の行政文

書一部開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、開示しない理由を付して、審査

請求人に通知した。

なお、開示しない部分及び開示しない理由は、別紙１のとおりである。

３ 審査請求

審査請求人は、平成１７年１１月２４日、本件決定を不服として、行政不服審査法（

昭和３７年法律第１６０号）第５条の規定に基づき、実施機関の上級行政庁である奈良

県公安委員会に対し、本件決定の取消しを求める審査請求を行った。

４ 諮 問

平成１７年１２月１日、奈良県公安委員会は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県

情報公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問（以

下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

本件決定の取消しを求める。

２ 審査請求の理由

審査請求人が、審査請求書において主張している審査請求の理由は、おおむね次のと

おりである。

(1) 増員数欄及び増減係名欄



実施機関は、「捜査に関する情報であって、公にすることにより、公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがある」ことを不開示理由にしているが、平成16年度

人事関係ヒアリングの開示請求において、現行定数欄が開示されているのであり、平

成17年度人事関係ヒアリングを開示すれば同じく現行定数欄が開示され、双方を比較

すれば、平成16年度の現行定数及び増減係名は自ずと判明するにもかかわらず、実施

機関が不開示とする上記理由には、合理的で相当な根拠があるとは認められない。

(2) 要望理由欄

実施機関は、「具体的な数値等」が法令違反や妥当性を欠く行為を助長するという

のであれば、その数値だけを不開示とすればよいところを、上記理由だけでその全文

を不開示とすることは､実施機関の判断の妥当性を欠く決定内容である｡

実施機関は、「定員配置基準見直し（２）の要望理由欄」の不開示理由として、意

思決定の中立性が不当に損なわれるとしているが、条例第７条第５号に該当するとの

理由から、要望理由の記載内容をすべて不開示としたことは、条例第８条の「不開示

情報を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除い

た部分につき開示しなければならない」とする規定に反する極めて不適切な不開示理

由であると判断される。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が、理由説明書等において説明している本件決定の理由は、概ね次のとおり

である。

１ 本件行政文書の性質について

本件開示請求に係る行政文書は、平成１６年度人事関係ヒアリングを行うにあたり、

生駒警察署長が実施機関に対して発出した文書の一部である。

このうち、定員配置基準見直し（１）については、警察署のすべての係を対象とした

配置基準表であり、定員配置基準見直し（２）については、警察署の交番・駐在所別の

配置基準表である。

２ 不開示情報該当性について

(1) 対象行政文書の内容

警察改革を確実に推進し、県民の期待と信頼にこたえるためには、複雑・多様化す

る警察事象に的確に対応するとともに、すべての部門において、創意工夫による徹底

した合理化を図りつつ、業務のあり方や必要性について根本から見直し、合理的かつ

効率的な人事配置を行う必要がある。

上記の目的を達成するため、実施機関は、毎年秋に各所属長に対して、必要な所属

定数の見直し等の要望等について事前に資料を提出させた上で人事関係ヒアリングを

実施し、所属定数の改正等に反映させるものであるが、組織として全体を勘案して決

定するため、各所属の要望等すべてがかなうものではない。

(2) 条例第７条第４号該当性について

ア 定員配置基準見直し（１）のうち、増減数欄及び増減係名欄、要望理由欄の一部

増減数、増減係名を開示すれば、警察署が増員を要求した部署及びその人数、つ

まり、その時点における体制が弱い部署及びその体制を増強するために必要と警察

署が考えている人数が、警察署の係単位という限定された範囲で示されることとな

る。
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これらを開示することは、犯罪を敢行しようとする勢力に対して警察の事案対応

能力を教示することとなり、これら犯罪を企図する者が事案対応能力の脆弱な部分

を突くなど、犯罪の実行を容易にし、犯罪を誘発する要因となる可能性もあり、公

にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることから、

条例第７条第４号に該当すると判断し、不開示とした。

また、要望理由欄には、警察署が増員を要望した理由及び根拠となる数値等が記

載してあり、増減数、増減係名を不開示としても、要望理由を開示することにより、

警察署が増員を必要としている係及び人数が判明するおそれがあるため、増減数欄

及び増減係名各欄との一体情報としてとらえる必要がある。

よって、要望理由欄についても、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第４号に該当すると判断し、不開示

とした。

イ 定員配置基準見直し（２）のうち、増減数欄及び要望理由欄

定員配置基準見直し（２）については、交番・駐在所別の配置基準表であり、定

員配置基準見直し（１）の詳細内容であり、一体情報であるととらえており、公に

することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例

第７条第４号に該当すると判断し、不開示とした。

(3) 条例第７条第５号該当性について

定員配置基準見直し（２）の要望理由欄には、交番・駐在所に係る検討事項等につ

いての記述があり、これについては継続協議中であるが、最終的な意思決定に至るま

で、審議及び検討を継続して行う必要があることから、公にすることにより、意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、要望理由欄の記載内容は不開示

情報を容易に取り除くことができないため、記述事項すべてが条例第７条第５号に該

当すると判断し、不開示とした。

(4) 条例第７条第６号該当性について

条例第７条第６号は、県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しく

は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げており、

「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ」があるものについても不開示とすると定めている。

定員配置基準見直し（１）のうち、要望理由欄の一部には、取締りという行政上の

目的による一定の行為について、該当する係の体制等の具体的な数値が記載されてお

り、公にすることにより、一定の禁止行為について、法令違反や妥当性を欠く行為を

助長することにもなり、適法、適正な状態を確保できなくなるおそれがあるため、条

例第７条第６号に該当すると判断し、不開示とした。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の県

政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその諸活
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動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民本位の

県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用に当たっ

ては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければならない。

しかし、この行政文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等の

権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しないこ

とに合理的な理由がある情報を不開示情報として、第７条に規定している。これらの条

例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に添って客観的に判断する必要が

ある。

したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件行政文書が、不開示情報を

規定する第７条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断するととも

に、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。

２ 本件行政文書について

実施機関は、各所属長に対して、必要な所属定数の見直しの要求等について事前に資

料を提出させた上で人事関係ヒアリングを実施し、所属定数の改正に反映させている。

本件行政文書は、平成１６年度人事関係ヒアリングに際して、生駒警察署長が実施機

関に提出した人事関係ヒアリング資料である。

このうち、定員配置基準見直し（１）については警察署のすべての係を対象とした配

置基準表であり、定員配置基準見直し（２）については警察署の交番・駐在所別の配置

基準表である。

３ 条例第７条第４号該当性について

条例第７条第４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関

が認めることにつき相当の理由がある情報」については、不開示とすることを定めてい

る。

実施機関は、本件不開示情報が条例第７条第４号の不開示情報に該当するとしている

ので、これらの情報が本号に該当するか、以下検討する。

当審査会において本件対象文書を見分したところ、増減数欄及び増減係名欄には、警

察署が増員を要求した部署及び人数が職員の階級ごとに具体的に記載されていると認め

られる。また、要望理由欄には、増員を要求した理由が根拠となる数値とともに詳細に

記載されており、増減数欄及び増減係名欄と一体となって、警察署が増員を必要として

いる部署及び人数が容易に判明すると認められる。

実施機関が説明するように、これらの本件不開示情報は、増員を要求した時点におい

て体制が弱い部署及びその体制を増強するために必要と考えられる人数を端的に表すも

のと認められる。また、本件不開示情報が明らかになれば、特定の警察署における事案

対応能力を、不法行為を企図する集団等に教示する結果となり、これらの集団等が、事

案対応能力の劣る部分を狙って不法行為を敢行するなど、犯罪を誘発するおそれは否定

できない。

したがって、本件不開示情報は、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報であると

認められ、条例第７条第４号の不開示情報に該当すると判断する。

なお、審査請求人は、本件行政文書において現行定数欄は開示されているのであるか

ら、平成１７年度の人事関係ヒアリング資料を開示請求して同資料の現行定数欄と比較
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すれば、本件不開示情報のうち増減数は自ずと判明する旨主張するが、増減数欄に記載

されている数値はあくまで各所属の要求にすぎず、増減数欄がそのまま翌年度の現行定

数欄に反映されるわけではないので、この点に関する審査請求人の主張は失当である。

４ 結 論

以上の事実及び理由により、その余の不開示規定該当性を判断するまでもなく、当審

査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙２のとおりである。
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別紙１

実施機関の決定した開示しない部分及びその理由

行政文書の名称 開示しない部分 開示しない理由

○ 定員配置基準 ○ 増減数欄及び増減係 ○ 条例第７条第４号に該当

見直し（１） 名欄 ○ 理由

捜査に関する情報であって、公に

することにより、公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがある

ため

○ 要望理由欄の一部 ○ 条例第７条第４号に該当

○ 理由

捜査に関する情報であって、公に

することにより、公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがある

ため

○ 条例第７条第６号に該当

○ 理由

取締りという行政上の目的による

一定の行為について、具体的な数値

等を示すものは、法令違反や妥当性

を欠く行為を助長することにもつな

がるおそれがあるため

○ 定員配置基準 ○ 増減数欄 ○ 条例第７条第４号に該当

見直し（２） ○ 理由

捜査に関する情報であって、公に

することにより、公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがある

ため

○ 要望理由欄 ○ 条例第７条第４号に該当

○ 理由

捜査に関する情報であって、公に

することにより、公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがある

ため

○ 条例第７条第５号に該当

○ 理由

審議、検討又は協議に関する情報

であって、公にすることにより、意

思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがあるため
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別紙２

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成１７年１２月 １日 ・ 公安委員会から諮問を受けた。

平成１８年 １月２６日 ・ 公安委員会から理由説明書の提出を受けた。

平成１８年 ６月 ７日 ・ 公安委員会から不開示理由等を聴取した。

（第１０７回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成１８年 ７月 ５日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第１０８回審査会）

平成１８年 ８月１０日 ・ 公安委員会に対して答申を行った。
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